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答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   審査請求人が令和４年10月25日に提起した処分庁によるひとり親家庭医療費助成制度受給資格

停止決定処分についての審査請求について、これを棄却しようとする審査庁の裁決の内容は、妥

当である。 

 

第２ 事案の概要 

 １ 令和４年９月20日、審査請求人から処分庁に対し、ひとり親家庭医療証の更新のため、「ひと

り親家庭医療証交付（更新）申請書」（以下「更新申請書」という。）が提出された。 

 ２ 令和４年10月20日、処分庁は審査請求人に対し、「「ひとり親家庭医療証」の資格停止通知書」

を発送し、令和４年11月１日を資格停止日とする、ひとり親家庭医療証の資格停止処分（以下

「本件処分」という。）を行った。 

 ３ 令和４年10月25日、審査請求人は、八尾市長に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をし

た。 

 

第３ 審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

  審査請求人は、審査請求書において、「令和４年10月24日に「ひとり親家庭医療証」の資格停

止通知書を受け取ったが、不服であるため、この通り審査請求を行う」と主張し、本件処分の取

消しを求めている。 

 

 ２ 処分庁の主張 

  ⑴ ひとり親家庭医療証の交付対象者 

    ひとり親家庭医療証の交付対象者について、八尾市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条

例（昭和55年八尾市条例第28号。以下「条例」という。）第２条第１項において、本市の区

域内に居住地を有している者であって、国民健康保険や社会保険等の被保険者、組合員、加

入者若しくは被扶養者のうち、ひとり親家庭の父又は母（以下「ひとり親等」という。）及

び児童等が該当すると規定している。また、条例第２条の２第１項において、前条の規定に

かかわらず、ひとり親等の前年の所得（各年の１月から９月までに新たに適用を受けようと

する者にあっては前々年の所得。以下同じ。）が、その者の所得税法（昭和40年法律第33号）

に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、八尾市ひとり親家庭の医療費の助成に関する

条例施行規則（昭和55年八尾市規則第34号。以下「規則」という。）で定める額以上である

ときには、対象者としない旨規定している。 

  ⑵ 有効期限（助成対象期間）・更新申請 

    ひとり親家庭医療証の有効期限について、規則第10条第３項において、毎年10月31日又は条

例第１条の２第１項に規定する18歳に達した日からその日以後の最初の３月31日の前日と規

定している。また、規則第11条第１項において、11月１日以後もなおその継続をしようとす

る場合には、更新申請書の提出が必要と規定されている。更新申請書が提出された場合、規
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則第11条第２項により、条例第４条第２項の規定を準用し、上記⑴に記載のとおり、申請者

が条例第２条第１項に該当するか、条例第２条の２第１項に該当しないか等、その資格を審

査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、ひとり親家庭医

療証を交付すると規定している。 

  ⑶ 所得制限額の詳細 

   ア 所得制限額 

ひとり親等の所得制限額については、規則第５条第１項において、児童扶養手当法施行令

（昭和36年政令第405号。以下「令」という。）第２条の４第２項に定められた額を準用し、

扶養親族等がないときは1,920,000円とし、扶養親族等があるときは、1,920,000円に当該扶

養親族等一人につき380,000円を加算した額とする旨規定している。 

 

   参考 所得制限額の概要 

扶養親族等の数 所得制限額 ※扶養親族等が、所得税法に規定する70歳以上の同一生計

配偶者又は老人扶養親族の場合には１人につき10万円

を、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養

親族の場合には１人につき15万円を左記限度額に加算す

る。 

※扶養親族等が４人以上の場合には、１人につき38万円を

加算した額となる。 

０人 192万円未満 

１人 230万円未満 

２人 268万円未満 

３人 306万円未満 

 

   イ 所得の範囲及び計算方法 

     所得の範囲及びその額の計算方法については、条例第２条の２第３項において、規則で定

めると規定している。所得の範囲は、規則第６条において、前年の所得のうち、地方税法

（昭和25年法律第226号）第４条第２項第１号に掲げる道府県民税についての同法その他の

道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得に係る所得及び条例第２条第１

項第１号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費

用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得（以下「養育費」という。）と

する旨規定している。また、所得の計算方法については、規則第７条において、令第４条の

規定を準用すると規定しており、令第４条第１項は、所得の額は総所得金額等合計額及び養

育費の８割に相当する金額から80,000円を控除した額とした上で、同条第２項において、そ

の他の控除（以下「諸控除」という。）の額について規定している。 

   参考 所得額の計算方法の概要 

総所得金額等（年間収入金額－必要経費（給与所得控除額等））＋養育費の８割－80,000円－諸控除 

＝所得額 

 

   ※諸控除の内容 

障害者控除 270,000円 

特別障害者控除 400,000円 

勤労学生控除 270,000円 
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雑損控除 当該控除 

医療費控除 当該控除 

配偶者特別控除 当該控除 

小規模企業共済等掛金控除 当該控除 

寡婦控除（母は適用外） 270,000円 

ひとり親控除（母又は父は適用外） 350,000円 

公共用地の取得に伴う土地代金や物

件移転料等の控除 

当該控除 

 

   ⑷ 総括 

     上記⑴から⑶までの規定に基づき、処分庁の担当職員が審査請求人の資格を審査したとこ

ろ、審査請求人の令和３年中の扶養親族等は〇人であるため、所得制限額は〇〇〇円、令和

３年中の所得額は総所得金額等〇〇〇円から80,000円を控除した〇〇〇円（養育費及び諸控

除の額は〇円）であり、所得額が所得制限額を超えていることを確認した。 

     そのため、審査請求人は条例第２条の２第１項に該当し、令和４年11月１日以降はひとり

親家庭医療費助成の対象者の要件を満たさないことから、当庁は審査請求人に対して、本件

処分を行ったものである。なお、ひとり親家庭医療費助成制度は、受給資格や所得など、そ

の制度設計の多くの部分において、児童扶養手当制度を準用している。児童扶養手当におい

て、所得制限を超えた受給者は資格喪失ではなく、資格停止扱いとしていることから、処分

庁においては、ひとり親家庭医療費助成制度における所得超過者についても、権衡上の判断

として、資格停止として取り扱っている。 

     以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点は認められないから、本件審査請求は棄却さ

れるべきである。 

 

第４ 審理員意見書の要旨 

 １ 結論 

   本件処分に対する審査請求については、理由がないから、行政不服審査法（平成26年法律第68

号）第45条第２項の規定により、棄却されることが相当であると思料する。 

 ２ 理由 

   審理員意見書のとおり。 

 

第５ 審査庁が行おうとする裁決の内容 

 １ 結論 

   本件処分に対する審査請求については、理由がないから、行政不服審査法第45条第２項の規定

により、棄却する。 

 ２ 理由 

   審理員意見書に記載のとおり、本件処分に違法又は不当な点が認められなかったため。 

 

第６ 審査会の判断の理由 
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 １ 本件に係る条例及び規則の規定について 

  ⑴ 用語の定義 

    条例第１条の２は、第１項で「「児童」とは、18歳未満の者及び18歳に達した日からその日

以後の最初の３月31日までの間にある者をいう。」とし、同条第２項で「「ひとり親家庭」

とは、⑴父母が婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）を解消した児童⑵父又は母が死亡した児童⑶父又は母が規則で定める程度の障害の

状態にある児童⑷父又は母の生死が明らかでない児童⑸その他前各号に準ずる状態にある児

童で規則で定めるもの のいずれかに該当する児童の父（母が児童を懐胎した当時婚姻の届

出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。）

又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者（婚姻の届

出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障害

の状態にある場合を除く。）に養育されているときを除く。」と規定している。 

  ⑵ 対象者 

    条例第２条は、第１項で「この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対

象者」という。）は、本市の区域内に居住地を有する者であって、国民健康保険法（昭和33

年法律第192号）による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律若しくは高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）による被保険者（日雇特例被保険者を含む。

以下同じ。）、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当する者

とする。」と規定し、同項第１号で「ひとり親家庭の父又は母及び児童」と規定している。 

  ⑶ 所得基準 

    条例第２条の２は、第１項で「前条の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、対象

者としない。」と規定し、同項第１号で「ひとり親等の前年の所得が、その者の所得税法に

規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）並びに当該ひとり親

等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したもの

の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。」と規定し、同条第３項で「第１

項において計算される所得の範囲及びその額の計算方法については、規則で定める。」と規

定している。 

規則第５条は、第１項で「条例第２条の２第１項第１号に規定する規則で定める額は、令第

２条の４第２項の表において、第１欄に定める区分に応じて同表の第２欄に定められた額を、

準用する。」と規定している。 

 

参考 令第２条の４第２項の表（第１欄及び第２欄） 

第１欄 第２欄 

児童扶養手当法第９条第１項に規定する扶養

親族等及び児童がないとき 

1,920,000円 

児童扶養手当法第９条第１項に規定する扶養

親族等又は児童があるとき 

1,920,000円に当該扶養親族等又は児童１人に

つき380,000円を加算した額（所得税法に規定

する同一生計配偶者又は老人扶養親族があると

きは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族１
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人につき100,000円を、特定扶養親族等がある

ときは、当該特定扶養親族等１人につき

150,000円をその額に加算した額） 

 

    規則第６条は、「条例第２条の２第３項に規定する規則で定める所得の範囲は、前年の所得

のうち、地方税法第４条第２項第１号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民

税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得（母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令

（昭和39年政令第224号）第29条第１項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び

同令第31条の９第１項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。）

及び条例第２条第１項第１号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児

童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益（当該児童の世話その

他の役務の提供を内容とするものを除く。次条において同じ。）に係る所得とする。」と規

定している。 

    規則第７条は、「条例第２条の２第３項に規定する規則で定める所得の額の計算方法につい

ては、令第４条の規定を準用する。この場合において、同条第１項中「法第９条第１項及び

第９条の２から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第２条の２第３項に規定

する所得の額の計算方法」と、「その年の４月１日の属する年度」とあるのは「その所得が

生じた年の翌年の４月１日の属する年度」と読み替えるものとする。」と規定している。 

  ⑷ 医療証の申請 

    条例第４条は、第１項で「この条例の適用を受けようとする者は、規則で定めるところによ

り、市長に申請しなければならない。」と規定し、第２項で「市長は、前項の申請があった

ときは、その資格を審査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したと

きは、規則で定める医療証を交付するものとする。」と規定している。 

    規則第10条は、第１項で「条例第４条第１項に規定する規則で定める手続は、ひとり親家庭

医療証交付（更新）申請書（様式第２号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するもの

とする。」と規定し、同項第１号で「国民健康保険法（昭和33年法律第192号）、社会保険各

法又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による被保険者証、

組合員証又は加入者証」と規定し、同項第２号で「児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）

に規定する児童扶養手当を受けている者は、当該児童扶養手当を受けていることを明らかに

する証書。ただし、児童扶養手当を申請し、受給資格の審査中の者にあっては、児童扶養手

当の申請をしていることを明らかにする受付証」と規定し、同条第３項で、「医療証の有効

期限は、毎年10月31日又は条例第１条の２第１項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の

前日とする。」と規定している。 

    規則第11条は、第１項で「医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）で11月

１日以後もなおその継続をしようとする者は、毎年市長が定める期間内にひとり親家庭医療

証交付（更新）申請書（様式第２号）に前条第１項に掲げる書類を添え、これを市長に提出

して医療証の更新を申請することができる。」と規定し、第２項で「前項の申請があったと

きは、条例第４条第２項の規定を準用する。」と規定している。 

 ２ 本件処分に違法又は不当な点があったかについて 

処分庁は、審査請求人から提出されたひとり親家庭医療証の更新の申請について、審査請求人
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の所得額が所得制限額を超えているため、本件処分を行ったとのことである。 

これに対し、審査請求人は、本件処分について、前記第３の１に掲げるとおり主張する。 

審査請求人は本件処分の取消しによって、法律上の利益を受けるものであることから、行政不

服審査法第２条に規定する行政庁の処分に不服がある者に該当する。 

したがって、処分庁が行った本件処分が違法又は不当な処分に当たるかについて、審査会の意

見を述べる。 

ひとり親家庭医療証の更新については、規則第11条第１項で、11月１日以後もなおその継続を

しようとする者は、毎年市長が定める期間内に更新申請書に必要書類を添え、これを市長に提出

して医療証の更新を申請することができると規定されている。令和４年度においては、更新申請

書の提出期限を令和４年９月30日としており、審査請求人から提出された更新申請書には、令和

４年９月20日と表示されたこども若者政策課受付印が押印されていることから、期間内に処分庁

が受け付けたことが認められる。 

処分庁は、審査請求人から提出された更新申請書を受理したことから、規則第11条第２項の規

定に基づき、条例第４条第２項の規定を準用し、資格の審査を行った。なお、当該申請書を確認

すると、申請の理由は証更新、扶養親族等の数は審査請求人の子〇人であることが認められる。 

審査の対象となる所得について、条例第２条の２で、ひとり親等の前年の所得が、その者の所

得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で

当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定

める額以上であるときは対象者とならない旨を規定しており、規則第５条で、条例第２条の２第

１項第１号に規定する規則で定める額は、令第２条の４第２項の表において、第１欄に定める区

分に応じて同表の第２欄に定められた額を準用すると規定している。 

令第２条の４第２項の表を確認すると、法第９条第１項に規定する扶養親族等又は児童がある

ときは、1,920,000円に当該扶養親族等又は児童１人につき380,000円を加算した額と規定されて

いる。 

この点について、審査請求人から提出された更新申請書を確認すると、扶養親族は子〇人であ

るため、1,920,000円に〇〇〇円を加算した〇〇〇円が所得制限額となることが認められる。 

次に規則第６条で、所得の範囲は、前年の所得のうち、地方税法第４条第２項第１号に掲げる

道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得

及び条例第２条第１項第１号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の

養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得とすると規定されて

いる。 

この点について、処分庁より提出を受けた資料によると、審査請求人の総所得金額は〇〇〇円、

控除される金額は社会保険料控除額として80,000円、養育費及びその他の控除はないため、審査

請求人の控除後の所得額は〇〇〇円から80,000円を除いた〇〇〇円となる。このことから所得制

限額である〇〇〇円を超過していることが確認できる。よって審査請求人は条例第２条の２第１

項第１号に該当し、ひとり親家庭医療費助成の対象者とならないことが認められる。 

審査請求人は、本件処分が不服であるため審査請求を行うと主張しているが、処分庁は条例等

の規定に基づき上記の資格審査を行い、審査請求人の控除後の所得額が所得制限額を超過してい

ることから、審査請求人に対し本件処分を行っており、本件処分及び本件処分の前提となる審査

に違法又は不当な点は認められない。 
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   したがって、処分庁が本件処分を行ったことは適当であり、ひとり親家庭医療証の資格停止通

知書による資格停止処分の取消しを求める審査請求人の主張には理由がない。 

 

 

 

 

 

 

第７ 当審査会における調査審議の経過 

年 月 日 調査審議の内容 

令和５年２月24日 諮問書の受理 

令和５年３月３日 審査 

令和５年５月16日 審査・答申 

 

第８ 当審査会の委員構成 

役 職 氏 名 備 考 

会 長 石 田 榮仁郎 大学名誉教授 弁護士 

職務代理者 上 﨑  哉 大学教授 

 村 岡 悠 子 弁護士 

 

                        八尾市行政不服審査会 

                         会長 石 田 榮仁郎      

                         委員 上 﨑  哉       

                         委員 村 岡 悠 子      

 

 


